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韓国における特殊教育の動向

一就学前教育 ･保育を中心に-
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EducationandNurslngSystemsforYoungChildrenwithDisabilities-
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要 約

韓国では､2008年に ｢障害者等に関する特殊教育法｣が全面的に制定され､特殊教育に関

する大きな法的整備が行われた｡その内容としては､3歳未満の障害のある乳幼児の教育の無

償化､満3歳から17歳までの特殊教育対象者の義務教育の権利､特殊教育支援センターの設置 ･

運営の見直し等である｡これは､小 ･中学教育を中心とした今までの制度から､乳幼児および

障害成人のための教育支援に対する規定に変化したものであり､国家および地方自治団体の特

殊教育支援についての具体的な役割も提示された｡本論文では､韓国における特殊教育に関す

る法的背景を紹介し､2008年行われた ｢特殊教育実態調査｣を参考に韓国特殊教育の現状を概

観し､また､障害児教育 ･保育についての実態と課題を検討した｡

キーワー ド:韓国 特殊教育 障害者等に関する特殊教育法

Ⅰ.はじめに

韓国における特殊教育において､国が公的に責

任をもつことになったきっかけは､1977年制定さ

れた ｢特殊教育振興法｣である｡この ｢特殊教育

振興法｣は1994年全面改正され､30年を超える歴

史のなか､韓国の特殊教育は量的 ･質的に多くの

発展してきた｡その後､｢特殊教育振興法｣は数

回はど改正を行い､2008年には ｢障害者等に関

する特殊教育法｣と全面的に制定され､特殊教育

に関する大きな法的整備が行われた｡その主な内

容としては､満3歳未満の障害のある乳幼児の教

育の無償化､満3歳から17歳までの特殊教育対象

者の義務教育の権利､特殊教育支援センターの設

置 ･運営､特殊学級設置基準の見直し等であり､

これまでの教育現場の要求や近年の特殊教育動向

を反映するものである｡

このように障害児に対する特殊教育は1990年代

から本格的な取り組みが始まり､これらの教育機

関､施設の量的拡充とともに利用する子どもも増

えてきている｡しかし､満3歳～17歳の学齢期障

害児のうち12.5%が教育支援を受けていない状況

であり (2007年12月現在)､成人障害者2百万人

のうち46%に達する約93万人が小学校卒業以下の

学歴となる状況 (2009年 1月現在)である1)｡特

に､就学前の障害児の場合､約30%の子どもだ

けが幼稚園と保育園等で教育を受けており2)､

まだ障害幼児を受け入れる体制や障害児教育 ･保

育に関する制度が整備されていないことで､障害

幼児に対する教育権利が確保できていないと言え

る｡乳幼児の障害を早期に発見し､就学前から適

切な教育を支援するシステム構築を推進している
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今､健常児と共に健全な社会性､情緒等の成長､

発達を助長する上で障害児教育 ･保育に関する法

的 ･制度的整備は重要な意味をもつ｡

そこで､本論文では､韓国における特殊教育に

関する法的背景を紹介し､2008年に行われた ｢特

殊教育実態調査｣を参考に韓国特殊教育の現状を

概観し､また､障害児教育 ･保育についての実態

と課題を検討することを目的とした｡

Ⅱ.韓国における特殊教育関連法

韓国では､1977年に ｢特殊教育振興法｣が制定

され､1979年には施行されるようになり､特殊学

校､特殊学級､その他小学校でのすべての教育が

無償で提供されることになった｡さらに､1988年

には､ソウルでパラリンピックが開催されたこと

により,障害者や特殊教育への理解 ･啓蒙が促進

されることとなった｡その後､1994年の ｢特殊教

育振興法｣の全文改正によって､教育の機会拡大

や質的向上に向けた早期特殊教育､巡回教育､治

療教育,校別化教育､統合教育等に関する規定の

導入等が制度化された｡そして,特殊教育対象者

に対する小学校および中学校課程における教育を

義務教育と定め､幼稚園及び高等学校課程におけ

る教育は無償教育としたのである｡また､韓国の

数育部 (日本の文部科学省に相当)は改正振興法

の実践のために､1996年 ｢特殊教育の発展法案｣

をまとめて発表し､統合教育の実践や早期教育機

機会の拡大､教員養成体制及び資質の改善等を提

示した｡その後､2005年の ｢特殊教育振興法｣改

正により､病気による長期入院治療を行っている

子どもたちが特殊教育対象者として制度上初めて

位置づけられた｡また､治療教育に関する規定が

設けられ､特殊教育機関に治療教育担当教師が配

置されることとなった3)｡このように､韓国の特

殊教育は1994年の ｢特殊教育振興法｣全文改正以

降､障害理解教育､通常学校における障害児のた

めの施設 ･設備の拡充､障害のある幼児に対する

無償教育費の支援､特殊学級の増設､IEP実施､

特殊教育補助員の配置及び治療教育の強化等の重

要政策を推進してきた｡

しかし､改正と捕完してきた ｢特殊教育振興法｣

に対する指摘が増加したのも事実であった｡これ

までの法は､小 ･中学教育を中心とする内容が多

く､乳幼児や障害成人のための教育支援に対する

規定が不十分であり､また､現場の要求や近年の

特殊教育動向を反映していない状況であった｡さ

らに､地方自治団体による支援についての具体的

な役割の提示が不足していることも指摘された｡

そこで､特殊教育政策の充実を図るため ｢特殊教

育振興法｣の全面改正を推進するようになった｡

｢障害者等に関する特殊教育法｣ 4) は､2007年

4月国会を通過し､2007年5月公布され､2007年

下半期施行令制定を経て､2008年5月から施行さ

れた5'｡その内容としては､満3歳未満の障害の

ある乳幼児の早期発見と診断及び教育の無償化､

満3歳から17歳までの特殊教育対象者の義務教育

の権利､特殊教育支援センターの設置､治療教育

条項を消除して治療支援等を含む特殊教育関連サー

ビスの見直し､統合教育の支援等である｡幼稚園

課程の障害幼児に対する教育を義務化するように

なったのは､障害早期発見から早期教育を提供す

ることで2次障害発生を予防することと親の障害

理解を図ることで適切な学校に就学ができるよう

にするためである｡また､障害幼児教育に対する

国家の責務を強化し､現在義務教育で実施してい

る小学校や中学校水準に教育レベルを進めなけれ

ばならないという要求によるものである｡特殊教

育支援センターの設置に関しては､特殊教育支援

センターを下級教育行政機関別に設置運営するよ

うに規定し､特殊教育対象者の早期発見､診断評

価､特殊教育研修､教授学習活動の支援､特殊教

育関連サービス支援､巡回教育等を担当するよう

にした｡一方､統合教育においてみると､最近5

年間通常学校に配置され統合教育を受けている特

殊教育対象者の数は毎年増加している｡通常学校

に配置され統合教育を受けている児童は､2004年

には全特殊教育対象者の 57.1%だったが,2005

年度には 59.8%､2006年度 62.8%､2007年度

65.2%､2008年度には 67.3%で増加している6'｡

このような統合教育現場での特殊教育対象者の教

育権保障のため､教育課程整備､学習補助機器支

援､補助的人員支援､教員の障害理解等が十分行

われるように明示されている｡

一方､改正された ｢障害者等に関する特殊教育

法｣には､特殊教育対象者を視覚障害､聴覚障害､

-200-



金 ･韓 ･田中 :韓国における特殊教育の動向 一就学前教育 ･保育を中心に-

知的障害､肢体障害､情緒 ･行動障害､自閉症障

害､言語コミュニケーション障害､学習障害､健

康障害､発達遅滞に規定し､特殊教育とは､特殊

教育対象者の教育的ニーズを満たすために特性に

応じた教育課程及び特殊教育関連サービス (相談

支援 ･家族支援 ･治療支援 ･補助教員支援 ･補助

工学器機支援 ･学習補助器機支援 ･通学支援及び

情報提供等)の提供を通じて行われる教育を意味

していると定義している (障害者等に関する特殊

教育法第 2条第 1項)4)｡また､ この法律を基礎

とし ｢第3次特殊教育発展計画 (2008年-2012年)｣

<表1> ｢特殊教育振興法｣

が策定され､障害者の生涯を通しての期間別教育

支援体系の構築､学齢期児童の統合教育の充実､

特殊教育に関する支援強化が提言されている｡

ところが､韓国における特殊教育の関連法は､

憲法 (第31条)､教育基本法 (第 3条学習権､第

4条教育権の平等､第8条義務教育､第18条特殊

教育)､幼児教育法 (第15条特殊学校等)､幼児教

育法施行令 (第25条特殊学校の教職員)､小 ･中

学校教育法 (第 2条学校の種類､第21条教員の資

格､第55条特殊学校､第56粂専攻科の設置､第57

条特殊学級､第58粂学歴の認定､第59条統合教育)､

と ｢障害者等に関する特殊教育法｣
:I-≡-ヽ/I.;L

義 務 教 育 小 .中学校 (幼稚固.高等学校は無償教育) 幼稚囲 .小 .中 .高等学校

乳 幼 児 教 育 規定なし 3歳未満障害児は無償教育へ

大 学 教 育 規定なし 大学内に障害学生支援センター設置

生 涯 教 育 規定なし 障害者の生涯教育支援

特 殊 教 育 支 援セ ン タ ー 規定なし 特殊教育支援センター設置 .運営

特 殊 学 級 1-12名に一学級設置 (施行令規定) 幼稚園 1-4名､小 .中 1-6名､高校
設 置 基 準 1-7名に一学級

<表2> 特殊教育関連法律

憲 法 第31条

教 育 基 本 法 第 3条 (学習権) 第4条 (教育権の平等) 第8条 (義務教育) 第18条 (特殊教育)

幼 児 教 育 法 第15条 (特殊学校等)

幼児教育法施行令 第25条 (特殊学校の教職員)

小 .中学校教育法 第 2条 (学校の種類) 第21条 (教員の資格) 第55条 (特殊学校) 第56条 (専
攻科の設置) 第57条 (特殊学級) 第58条 (学歴の認定) 第59条 (統合教育)

小 . 中 学 校 第40条 (特殊学校の教職員) 第43条 (教科) 第45条 (授業日数) 第57条 (分

教 育 法 施 行 令 教場) 第58条 (国公立学校運営委員会の構成)第63条 (私立学校の運営委員会)

障害者等に関する特殊教育法 .施行令 全体

特 殊 学校 施設 .設 備 基 準 令 全体

特殊教育担当教員及び教育専門職人事管理基準 全体

韓国教育科学技術部 ｢2008特殊教育年次報告書｣ 6)
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小 ･中学校教育法施行令 (第40条特殊学校の教職

員､第43粂教科､第45条授業日数､第57条分教場､

第58条国公立学校運営委員会の構成､第63条私立

学校の運営委員会)､障害者等に関する特殊教育

法､特殊学校施設 ･設備基準領､特殊教育担当教

員及び教育専門職人事管理基準等があり､これら

の法律の規定により行われている (表 2)0

Ⅲ.韓国における特殊教育の現状

韓国における特殊教育受恵率は 2003年56%､

2006年70.2%､2007年78.5%で少しずつ増加して

おり､障害程度において重度､重複化または多様

化が最近の特徴である｡特殊教育の対象者に選定

されれば障害種類や程度に相応する教育や支援が

必要となるが､制度の整備問題や特殊教育に対す

る社会全般の認識不足から適切で必要な教育支援

を受けることは困難な状況であることも事実であ

る｡

2008年に韓国国立特殊教育院が実施した ｢2008

年度特殊教育実態調査｣7'の結果をみると､特殊

教育要求学生 (特殊教育が必要なすべての学生)

<表3> 特殊教育要求学生の構成

71,484 6,280 11,287 89,051
(80.27%) (7.05%) (12.68%) (100.0% )

韓国国立特殊教育院 ｢2008年特殊教育実態調査｣ 7'

<表4> 特殊教育対象児の現状

区 分 特殊学校 通常学校 合 計
特殊学級 通常学級

学生数 障害種類別 視覚障害 1,460 313 330 2,103

聴覚障害 1,229 795 1,049 3,073

知的障害 15,921 21,360 2,941 40,222

身体障害 3,111 3,334 2,343 8,788

情緒障害 1,547 5,121 1,013 7,681

言語障害 108 544 574 1,226

学習障害 7 5,900 847 6,754

健康障害 17 490 1,130 1,637

課 程 別 幼 稚 囲 976 634 1,626 3,236

小 学 校 7,458 22,887 3,629 33,974

中 学 校 6,346 8,379 2,108 16,833

高等学校 6,865 5,957 2,864 15,686

専 攻 科 1,755 1,755

学 校 数 149 4,971 4,790 9,910

苧 級 数 3,488 6,352 8,918 18,758

特 殊 学 校 (学 級 ) 教 員 数 6,465 6,700 13,165

韓国教育科学技術部 ｢2008特殊教育年次報告書｣ 6)
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は 89,051人であり､そのうち､特殊教育対象学

生 (特殊教育が必要な学生の中､特殊教育対象者

として選定され特殊学校､通常学校の特殊学級や

通常学級で特殊教育を受けている学生)は71,484

人､就学特殊教育要求学生 (特殊教育が必要な学

生のなか､現在幼稚園 ･小 ･中 ･高等学校に在学

しているが特殊教育対象者に選定されていないた

め特殊教育を受けていない学生)は 6,280人､未

就学特殊教育要求学生 (満2歳-18歳の登録障害

児であり､特殊教育が必要だが現在学校に通って

いない学生)は 11,287人である｡

2008年現在､全国 149校の特殊学校で 23,400

人の障害児が特殊教育を受けており､特殊学級で

37,857人､通常学級では10,227人が教育を受けて

いる｡障害領域別の特殊教育学生の現状をみると､

知的障害が40,222人で最も多く､次いで身体障害

8,788人､情緒障害 (自閉症を含む) 7,681人､

学習障害6,754人､聴覚障害 3,073人､視覚障害

2,103人､健康障害1,6372人､言語障害 1,226人で

ある (表4)0

149校の特殊学校は､特殊教育創始期の1962年

の10校と比べると約14倍､｢特殊教育振興法｣の

制定直後の1979年の53校と比較して約2.8倍増加

している｡また､2007年度特殊学校現況より､学

校数は5校増加し､特殊学校のクラス数は599増

加､教員数は916人が増員された｡特殊学校の状

況をみると､設立別としては私立への依存度が高

く､障害領域別では知的障害学校が多い (表 5)0

障害領域別で区分すると､視覚障害学校 12校､

聴覚障害学校18校,知的障害学校93校､身体障害･

学校19校,情緒障害学校7校で､知的障害学校が

全体の62.4%で最も多い｡また､ソウル市29学校､

京機都に26学校等､特殊学校の地域差が現われて

おり､これによって特殊教育を必要とする障害児

に適切な就学機会を提供できない問題が生じてい

る｡

また､年を追うごとに､通常学校 (通常学級と

特殊学級)の配置学生数は増加しており､2004年

度57.1%から2008年度には67.3%になっている｡

また､通常学級の学生数も共に増加しており､

2004年度3,610人から2008年度には10,227人になっ

ている (表6)0

<表5>特殊学校の現状

区 分 視覚障害 聴覚障害 知的障害 身体障害 情緒障害 合 計

国 立 1

公 立 2

私 立 9

合 計 12 18 93 19 7 149

韓国教育科学技術部ホームページ4)

<表6> 年度別特殊教育学生の配置

年 度 特 殊 学 校 通常学校 (通常学級) 合 計

2004

2005

2006

2007

2008

23,762
(42.9)

23,449
(40.2)

23,291
(37.2)

22,963
(34.8)

23,400
(32.7)

31,612(3,610)
(57.1)

34,913(5,110)
(59.8)

39,247(6,741)
(62.8)

42,977(7,637)
(65.2)

48,084(10,227)
(67.3)

55,374

(100)

58,362

(100)

62,538

(100)

65,940

(100)

71,484
(10 0)

韓国教育科学技術部 ｢2008特殊教育年次報告書｣ 6)
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一方､巡回教育に関しては､ ｢障害者等に関す

る特殊教育法｣第25条に規定されており､重度の

障害のため長 ･短期の欠席が不可避な特殊教育対

象者や､移動問題や運動機能の障害のため学校で

教育を受けることが不可能であり､福祉施設､医

療機関または家庭等にいる特殊教育対象者の教育

のためには巡回教育を実施している｡2008年現在､

特殊学校の場合､家庭442人､施設502人､病院55

人の計999人の子どもを対象に､巡回クラス (訪

問教育)141､派遣クラス (病院､施設などでク

ラスを運営)83､計224クラスを設置し､そこで

216人の教員が巡回教育を行っている｡また､特

殊学級の場合は､家庭､施設､病院､通常学校等

の2,287人の子 どもを対象に､巡回クラス 296､

派遣クラス 139を運営している｡

特殊教育支援センターに関しては､教育委員長

は特殊教育対象者の早期発見､診断評価､情報提

供､特殊教育研修､教授学習活動の支援､特殊教

育関連サービス支援､巡回教育等を担当する特殊

教育支援センターを下級教育行政機関別に設置運

営するように規定している｡また､特殊教育支援

センターは下級教育行政機関や特殊学校､特殊学

級が設置された一般小 ･中 ･高等学校､または管

轄地域の官公庁 (障害者福祉館を含む)等特殊教

育対象者をはじめとする地域住民の利用を配慮し

て設置するようになっている｡2008年8月現在､

180校すべての地域教育庁に特殊教育支援センター

を設置 ･運営しており､特殊教育支援センターの

専門家としては特殊教育教師209人､治療教育教

師258人が働いている｡

Ⅳ.韓国における障害児の就学前教育 ･保育

韓国における障害幼児の教育は､1994年の ｢特

殊教育振興法｣の改正により幼稚園課程を無償教

育とし､国と地方自治体は早期特殊教育政策を行

うように規定され､同法のなかで初めて障害幼児

の就学前教育に関する法的な根拠が設けられた｡

これをきっかけに､障害幼児における教育機会の

拡大や教育機関の拡充､質的な向上への取り組み

が始まった｡その後2008年の ｢障害者等に関する

特殊教育法｣が制定され､特殊教育支援対象者の

幼稚園課程の義務教育化と満 3歳未満の障害児に

対する早期発見のための検査の実施､無償教育を

提供するようになった｡現在､満3-5歳の幼児

を対象に､幼児特殊学校､特殊学校幼稚部､幼稚

園の特殊学級､幼稚園の一般学級の教育機関にお

いて教育が行われている｡

一方､障害児保育は､1991年に乳幼児保育法が

制定され､1996年に障害児の保育方針が決定､

1997年には障害児専門保育施設の運営基準が設け

られ､障害児保育への取り組みが開始された8'｡

現在､障害児専門保育園と障害児統合保育園にお

いて保育が行われている｡このように障害幼児に

対する教育と保育の法的整備から､これらの教育

機関や保育園等の施設を利用する子どもの数は増

加してお りそのニーズも多様化しているが､小 ･

中 ･高の特殊教育と比較し､さまざまな理由から

普及､拡大が遅れていることも事実であり､無償

の公教育が十分に活かされていない状況である｡

韓国教育科学技術部の ｢2008特殊教育年次報告

書｣6'によると､2008年4月現在､韓国における

幼児特殊教育機関は､幼稚部課程のみ運営してい

る特殊学校 (幼児特殊学校)が9校54学級､特殊

学校の幼稚部が120学校の266学級､幼稚園特殊学

級150校174学級である｡幼児特殊教育を受けてい

る障害児は幼稚特殊学校246人､特殊学校の幼稚

部976人､幼稚園特殊学級634人､幼稚園一般学級

1,626人の合計3,482人で､2007年度に比べて 357

人減少している (表 7)0

一方､満 2歳か ら5歳までの登録障害児7,123

人のうち､特殊教育機関 (幼稚園等)で特殊教育

を受けている子どもは1,737人 (24.4%)であり､

小学校 (89.0%)の1/3に留まっている｡残 りの

<表7>幼児特殊教育機関の在籍児数

区 分
幼稚 園課程

特 殊 学 校

人 数 246 634 1,626 3,482

韓国教育科学技術部 ｢2008特殊教育年次報告書JEi'
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75.6%の子どもの半分は､一般の保育園に通って

お り､半分は何の教育も受けていない状況である｡

未就学または就学猶予理由としては､障害の重さ､

幼稚園や保育園からの拒絶､通学可能な教育機関

の不在等であり､障害のある乳幼児に対する教育

や保育に課題は多い｡また､保育においても同様

であり､保健福祉家族部 (日本の厚生労働省に相

当)の ｢全国特殊保育施設の現状｣ (2008)9'に

よれば､2008年障害児における保育支援対象者は

1万7000人だったが､そのうち 5,889人 (35%)

が障害児専門保育園､3,513人が 障害児統合保育

園に通っている｡残り約7500人 (45%)は､一般

保育園に通いながら特殊教育教員や障害児担当保

育士がいないため適切な支援を受けられない状況

である (表 8)0

これらの問題を背景として､2008年に ｢障害者

等に関する特殊教育法｣では､特殊教育対象者の

幼稚園課程の義務教育制を導入してお り､特殊教

育対象幼児の選択権を尊重し､私立幼稚園､保育

園でも義務教育を受けることができるように教育

機関と保育園との連携体制を構築している｡年次

別実施内容をみると､2010年度には満 5歳以上の

幼稚園課程､2011年度には満4歳以上の幼稚園課

程､2012年度には満 3歳以上の幼稚園課程の義務

教育が実施される｡さらに､満 3才未満の障害乳

幼児の保護者は早期教育が必要な場合､各地域の

教育長に教育を要求することができるようになり､

特殊教育支援センターでの診断評価を基礎に､特

殊学校の幼稚園課程､保育園､特殊教育支援セン

ターの障害乳幼児教室に通園が可能になった｡こ

れらを円滑に実施するために､障害乳幼児に関す

る実態やニーズ把握のための調査が現在行われて

お り､障害乳幼児の保育を担当する担当保育士養

成､障害乳幼児クラス増加に関する計画が進んで

いる状況である｡これらの整備と共に､2010年か

らは満 3歳未満の障害乳幼児に対する無償教育支

接が実現される見込みである｡

このように2008年 ｢障害者等に関する特殊教育

法｣の制定から､障害幼児を受け入れる体制や障

害児保育に関する制度が整備されつつあるが､今

後､障害乳幼児に対する教育権を確保するために

は､いくつかの課題が残されている｡まず､満 5

歳未満の障害乳幼児に関する正確な実態把握が必

要である｡現在の実態把握は､登録障害児の数か

らの統計､幼稚園に就学している障害児からの統

計､保育園に通っている障害児からの統計等統合

的で確実な数値ではないため困難が多い｡また､

実態把握と共に重要なことは､適切な診断及び手

続きのための制度の定着である｡韓国は日本のよ

うに 1歳半児健診や 3歳児健診の制度がないため､

親の理解がないと早期発見が難しい状況である｡

障害の早期発見から早期教育までの総合的なシス

テム整備が必要である｡この際､健診対象児を拡

大し､重度の障害だけではなく軽度の障害児に対

しても教育がきちんと提供されることが望ましい｡

また､韓国は日本と同様､乳幼児の保育は保健福

祉家族部 (厚生労働省)の所管であり､障害乳幼

児に対する特殊教育は教育科学技術部 (文部科学

省)が担当している｡障害乳幼児時の保育の場合､

障害統合保育を実施している国公立保育園の数が

少なく､保育施設に配置される特殊教師も障害児

9名当り1人で､幼稚園の障害児4名当り1人に

比べると､特殊教育支援が劣悪であることが推測

できる｡多くの子どもが幼稚園より保育園に通っ

ていることから､保育園における特殊教育的支援

の拡大が必要である｡したがって､障害乳幼児の

早期発見と早期教育のためには､保健福祉家族部､

教育科学技術部の両者にまたがる領域を包括する

連携､協力システムを構築することが重要である｡

<表8> 障害児専門保育園と障害児統合保育園の現状

区 分 施 設 数 子 ど も 数 保 育 士 特 殊 教 師

障 害 児 専 門 保 育 園 159 5,889 1,345 675

障 害 児 統 合 保 育 園 768 3,513 1,062 315

計 927 9,402 2,407 990

保健福祉家族部 ｢全国特殊保育施設の現状｣(2008)9'
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V.おわリに

本稿では,韓国における特殊教育の関連法と現

状を概観し､新しい制度として義務教育になった

障害幼児に対する教育と保育について取り上げた｡

韓国の特殊教育は､1977年に制定された ｢特殊教

育振興法｣の改訂を繰り返し､2008年度からはこ

れまでの ｢特殊教育振興法｣に代わって ｢障害者

等に関する特殊教育法｣が施行されている｡現在

進められている政策推進の柱は､特殊教育支援対

象者の幼稚園 ･小 ･中 ･高等学校全課程の義務教

育化､満 3歳児を対象としての障害の早期発見､

診断のための検査を実施し､無償教育を提供する

こと､特殊教育対象者に対する高等教育機関での

支援および特殊教育支援対象成人に対する生涯教

育支援､特殊教育支援センターの設置 ･運営等が

あげられる｡

一方､障害乳幼児の教育や保育に関しては､今

度の法律の改正から､義務教育と無償教育､また

早期発見 ･早期教育についての具体的な支援内容

が提示されるようになっているが､これらを構築

するための課題も残されている｡障害児における

幼児期の教育や訓練は､その後の障害の状態への

改善に大きく資することが明らかになっているこ

とから､障害乳幼児に対する教育や保育に関する

新しいシステムの整備が必要とされる｡今後､障

害乳幼児に対する新たな特殊教育支援の取組みが

推し進められることを期待する｡
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